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JR留萌線一部廃止に伴う
踏切一時停止について

本年４月１日で、ＪＲ留萌本線の
『石狩沼田』から『留萌』

までの間が廃止となりました。

踏切やレールは今後順次撤去される予定ですが、
撤去されるまでの間は残存します。

しかし、既に鉄道は廃止となっているため、同区間
にある全踏切を通行する際は、

≪道路交通法に基づく
一時停止の義務は無い≫

ため、そのまま通行できます。

なお、レールなどの構造物は、雨などで濡れると滑
りますので、

状況に応じて徐行・一時停止する

など安全な速度・方法で通行してください。

注意！！※
一時停止する義務がない区間は、廃線となった
『留萌～石狩沼田』間だけです！


